
 常時１０人以上５０人未満の労働者を使用する事業場の皆様へ  

－（安全）衛生推進者を選任していますか－ 

横 浜 北 労 働 基 準 監 督 署  

 労働安全衛生法では中小規模事業場の安全衛生水準の向上を目的として、上記の規模の事業場に安全

衛生業務について、権限と責任を有する者（社長、工場長等）の指示を受けて職務を担当する「（安全）

衛生推進者」を選任することを義務付けています。（※） 

 下記により、安全衛生推進者・衛生推進者を適切に選任し、貴事業場の労働者の安全と健康の確保に

努めてください。 

１ 対象となる業種・＜安衛法 12条の 2＞ 

○安全衛生推進者 
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、 
通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、 
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 

○衛生推進者 
上記以外の業種 

２ 業務の内容・・・＜安衛法 12条の 2（同法 10条 1項各号、同則 3条の 2）＞ 

 （１）労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 

 （２）労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること  

 （３）健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること  

 （４）労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること  

 （５）安全衛生に関する方針の表明に関すること 

 （６）危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）及びその結果に基づき講ずる措置に関すること 

 （７）安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 

     具体的な職務は裏面の「安全衛生推進者の職務」のとおり 

３ 資格要件・＜安衛則 12条の 3、安全衛生推進者等の選任に関する基準（昭 63.9.5労働省告示第 80号）＞ 

 （１）大学又は高専卒業後に１年以上安全衛生の実務に従事している者 

 （２）高等学校又は中等教育学校卒業後に３年以上安全衛生の実務に従事している者  

 （３）５年以上（安全）衛生の実務に従事している者 

 （４）安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習を修了した者 

      上記(1)～(3)の要件を満たしている方にも養成講習等の受講をお勧めします。（講習機関は参考） 

 （５）安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者  

４ 氏名の周知・・・＜安衛則 12条の 4＞ 

 作業場の見やすい箇所に氏名を掲示し腕章や名札を着用する等により関係労働者に周知してください。
（裏面の「安全衛生推進者の職務」を活用してください。） 

※50 人以上の事業場では、安全衛生業務の技術的事項等を管理する「（安全管理者）衛生管理者・産業医」の

選任が必要となります。 

＜参考＞ 

安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習機関は神奈川労働局ＨＰに掲載してあります。 

神奈川労働局ＨＰの「各種法令・制度・手続き」タブ ＞「安全衛生」＞「法令・制度」＞「技 

能講習等実施機関」＞「技能講習実施機関一覧」 

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tet

suzuki/koushuu.html 



安全衛生推進者の職務  
 

１ 施設、設備等（安全装置、労働衛生関係設備、保護
具等を含む。）の点検及び使用状況の確認並びに
これらの結果に基づく必要な措置に関すること。 

２ 作業環境の点検（作業環境測定を含む。）及び作業
方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置
に関すること。 

３ 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関する
こと。 

４ 安全衛生教育に関すること。 

５ 異常な事態における応急措置に関すること。 

６ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する
こと。 

７ 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の
統計の作成に関すること。 

８ 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、 
届出等に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛生推進者の職務は，上記の職務のうち衛生関係のものとなります。 

 職氏名                         

を安全衛生推進者・衛生推進者に任命したので、

全員が上記職務の遂行に協力するよう周知する。 

 平成  年  月  日 

  任命権者職氏名                    


